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Q&A 市内の都市計画線引き廃止へ積極的検討を

Q&A 歴史的文化遺産の保存と活用	について

令
和
７
年
度 

施
政
方
針
「
歴
史
と

文
化
を
生
か
し
た
個
性
的
で
魅
力
あ

る
ま
ち
を
つ
く
る
」
の
中
で
、「
継

続
性
・
一
貫
性
の
あ
る
文
化
財
の
保

存
・
活
用
に
つ
い
て
、『
た
つ
の
市

文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
』
を
策

定
し
、
適
切
な
保
存
・
整
備
を
行
う

と
と
も
に
、
文
化
財
の
幅
広
い
活
用

を
図
る
。」
と
あ
る
が

	

策
定
の
進
捗
状
況
は
ど
う
か
。

	

観
光
・
教
育
・
産
業
等
と
連
携

し
保
存
・
活
用
の
た
め
に
必
要
と
な

る
本
市
の
歴
史
文
化
遺
産
の
体
制
を

整
え
、
た
つ
の
市
の
多
様
な
歴
史
文

化
の
継
承
と
、
歴
史
文
化
の
よ
り
一
層

の
魅
力
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
今
年
度
か
ら
計
画
策
定
に
着

手
し
て
い
る
。

　

今
年
度
は
、
学
識
経
験
者
、
連
合

自
治
会
、
観
光
協
会
、
商
工
会
議
所
、

商
工
会
、文
化
財
の
所
有
者
、市
、県

で
構
成
す
る
た
つ
の
市
文
化
財
保

存
活
用
地
域
計
画
協
議
会
を
９
月

に
設
置
し
、市
内
の
自
治
会
、企
業
等

市
内
の
都
市
計
画
線
引
き
廃
止
へ
積

極
的
検
討
を

　

１
市
３
町
が
合
併
し
て
20
年
を
迎

え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

新
た
な
施
策
と
し
て
１
市
３
町
の
枠

組
み
を
超
え
た
、
線
引
き
の
見
直
し

を
打
ち
出
す
べ
き
時
期
が
来
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

現
行
の
都
市
計
画
線
引
き
制
度

は
、
昭
和
46
年
に
無
秩
序
な
市
街
地

の
拡
大
を
防
止
す
る
と
い
う
目
的
か

ら
導
入
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、

今
と
な
っ
て
は
少
子
高
齢
化
、
人
口

減
少
の
あ
お
り
や
市
街
化
を
調
整
す

る
必
要
性
に
疑
問
を
感
じ
る
状
況
で

あ
り
、
新
宮
地
域
で
は
合
併
時
に
は

予
想
も
し
な
か
っ
た
令
和
４
年
４
月

１
日
付
け
で
過
疎
地
域
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
線
引
き
が
50
年
以
上
続

く
市
街
化
調
整
区
域
の
建
築
行
為
等

に
対
す
る
厳
し
い
制
限
が
都
市
部
へ

の
人
口
流
出
や
地
域
活
力
の
低
下
に

拍
車
を
か
け
る
状
況
と
な
っ
て
、
増

に
伝
統
行
事
や
所
有
す
る
文
化
財

に
つ
い
て
、
中
学
２
年
生
に
市
内
の

歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
の
認
知
度

に
か
か
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実

施
し
、
12
月
の
協
議
会
で
結
果
に
つ

い
て
検
証
を
行
っ
た
。
３
月
に
は
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
を
ふ
ま
え
て
計
画

の
概
要
に
つ
い
て
協
議
す
る
予
定

で
あ
る
。

　

令
和
７
年
度
は
、
令
和
６
年
度
に

調
査
し
た
文
化
財
に
つ
い
て
、
必
要

に
応
じ
現
地
調
査
等
を
行
い
、
文
化

財
の
保
存
、
活
用
に
つ
い
て
の
方
針

及
び
措
置
案
の
策
定
、
令
和
８
年
度

は
、
計
画
の
認
定
に
向
け
て
事
務
を

進
め
て
い
く
。

	

策
定
後
の
展
開
は
ど
う
考
え
て

い
る
か
。

	

令
和
９
年
度
か
ら
は
、
計
画
に

定
め
る
保
存
、活
用
の
方
針
、措
置
に

基
づ
い
て
進
め
て
い
く
。

　

文
化
財
の
保
存
・
活
用
を
計
画
的
・

継
続
的
に
実
施
し
、
市
民
に
文
化
財

の
大
切
さ
を
伝
え
な
が
ら
、
次
世
代

へ
継
承
し
て
い
け
る
よ
う
推
進
し
て

い
く
。

え
続
け
る
空
き
家
の
増
改
築
や
用
途

変
更
な
ど
も
簡
単
で
は
な
く
、
利
活

用
が
進
ま
な
い
状
況
に
あ
り
、
都
市

計
画
の
定
期
的
な
見
直
し
は
行
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
市
街
化
調
整
区
域
と

市
街
化
区
域
の
土
地
の
価
格
格
差
で

あ
っ
た
り
地
域
の
利
用
度
の
制
限
が

あ
り
、
地
域
振
興
に
繋
が
っ
て
い
な

い
状
況
で
す
。

　

市
は
国
・
県
主
体
の
土
地
利
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
「
農
業
も
し
っ

か
り
守
る
」
た
つ
の
市
の
独
自
性

の
あ
る
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
う
っ

た
え
て
、
線
引
き
を
一
か
ら
見
直
す

重
要
な
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

　

以
下
伺
う
。

	

線
引
き
廃
止
の
実
現
可
能
性

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
の
か
。

	

県
内
他
市
の
状
況
を
注
視
し
、

引
き
続
き
調
査
、研
究
し
て
ゆ
く
。

そ
の
他
の
質
問
事
項

●
「
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
」

●
「
景
観
行
政
団
体
」

そ
の
他
の
質
問
事
項

　

線
引
き
廃
止
に
関
連
し
た
新
宮

地
域
に
つ
い
て

●
過
疎
地
域
に
市
街
化
調
整
区
域

は
必
要
か
。

●
令
和
10
年
４
月
新
宮
小
中
一
貫
校

の
開
校
後
の
現
中
学
校
１
校
・
小

学
校
４
校
が
廃
校
と
な
る
。
そ
の

後
の
利
活
用
に
つ
い
て
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